
科学者・技術者が安心して楽しく仕事するために学会ができること

H3-2 技術者倫理教育・研修の実態
～技術者倫理教育の実態調査(第二次)WG)の最終報告 前半～
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技術者倫理教育の実態調査(第二次)WG)の位置づけ

講演H3-2(松原）、
H3-3(星野)

講演H3-7(中村）
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■本報告(書)の構成(技術者倫理教育の実態調査(第二次)WG)
- はじめに (H3-2: 松原)

1. 第二次WGの目的・趣旨
2.第一次WGの成果概要

- 調査分析 (H3-2: 松原)
1.第二次WGの実態調査のアプローチ
2.依り所としての倫理綱領
3.研究公正
4.教員の個性に合わせたシラバスの提案
5.成績評価
6.企業における技術者倫理への取り組み
7.教科書・参考書調査

- 技術者倫理の授業事例 (H3-3: 星野)
- 今後の取り組み課題

最終報告書（無料）をご希望なさるかたは、
下記連絡先までご連絡ください。

連絡先：電気学会倫理委員会（技術者教育担
当） e-mail：tech@iee.or.jp
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■はじめに

○電気学会倫理委員会では2021(令和3年)年10月、「技術者倫理教育の実態
調査(第一次)WG」を設置した。

○授業目的と到達目標について、(公社)日本工学教育協会の技術者倫理調査研
究委員会が公表している「技術者倫理教育における学習教育目標2016」をレ
ファレンスとして用いて分析するなど、調査結果をまとめた。

○2022(令和4年)年3月、最終報告書を作成、親委員会である倫理委員会に提
出し、調査結果を調査協力者にフィードバックした。

○第一次の実態調査で、授業で取り上げる場合に独自の配慮が必要な事項など、
課題が明らかになった。

○それらの課題や分析を行わなかった事項について、調査、分析を行うべく、同
年8月、「技術者倫理教育の実態調査(第二次)WG」 を設置した。
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～第二次WGの趣旨～

○第二次WGの活動の成果として最も重視するのは、教員がシラバスを作成するに
あたって参考になる情報の提供である。

○技術者倫理は学問として確立している分野ではなく、また、近年の傾向として公
正研究や経済安全保障等の重視も求められる。

○担当する教員のバックグラウンドは、工学、人文学、企業技術者経験など、多様で
ある。

○その多様性を意識したシラバス情報の提供を目指すことになるが、一律な授業内
容の提案ではなく、教員の個性に合わせた授業内容を組み上げられるような、多様
性のある情報を提供することが、第二次WGの趣旨である。

■はじめに
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～第一次WGの成果概要～

○（公社）日本工学教育協会の技術者倫理調査研究委員会が公表している「技術
者倫理教育における学習教育目標2016」をレファレンスとして用いて、授業目
的と到達目標の分析結果を得た。

○技術者を対象とする倫理を授業で取り上げる場合、十分に活用するべき目標
である。

○研究公正、ビジネス倫理、コンププライアンス、利益相反、技術流出等について
は、授業で取り上げる場合には、独自の配慮が必要と考えられる、との課題が得
られた。

○大学等の教育や企業研修の支援活動にどのように取り組むかは、電気学会倫
理委員会の重要な活動の一つと考えられる。

○その後、上記課題を踏まえた、技術者倫理教育・研修のための教材「科学者・技
術者として活躍しよう（技術者倫理事例集第3集）」を2024（令和6）年7月、電
気学会より発刊することへと繋がった。

■はじめに
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～技術者倫理事例集第3集
WGの成果物～

■はじめに

7/13

○技術者倫理教育・研修のための教
材「科学者・技術者として活躍しよう
（技術者倫理事例集第3集）」を
2024（令和6）年7月、電気学会より
発刊された。

〇本教材は本日の講演H3-7(中村）
にて詳細を説明する。

〇技術者倫理教育の実態調査
WG(第二次))のメンバーは、執筆者、
閲読などの立場で参加している。



■本報告(書)の構成(技術者倫理教育の実態調査(第二次)WG)
- はじめに (H3-2: 松原)

1. 第二次WGの目的・趣旨
2.第一次WGの成果概要

- 調査分析 (H3-2: 松原)
1.第二次WGの実態調査のアプローチ
2.依り所としての倫理綱領
3.研究公正
4.教員の個性に合わせたシラバスの提案
5.成績評価
6.企業における技術者倫理への取り組み
7.教科書・参考書調査

- 技術者倫理の授業事例 (H3-3: 星野)
- 今後の取り組み課題

最終報告書（無料）をご希望なさるかたは、
下記連絡先までご連絡ください。

連絡先：電気学会倫理委員会（技術者教育担当） 
e-mail：tech@iee.or.jp
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１．第二次WGの実態調査のアプローチ
■調査分析

• アプローチ方法（調査方法)

• A) 既存のシラバス、B）教科書から重要

（必須）項目やキーワードの抽出（③④）

• 例：公衆の安全、公益通報

• C）近年の綱領やガイドラインから新規

の項目の抽出(②)

• 例：デュアルユース、技術流出、科学者の

不正、技術の負の影響、公正研究

(FPP)

• ②③④の過程に限定して調査

• ①先端すぎ、⑤廃れていると考えるため

調査対象から除外

AB

• 目的：第二次WGが理想と考える
シラバスの構成要素の提案

C
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A)既存のシラバスの事例や手法（第１次・２次WG調査）

最先端
すぎる

広く普及
（普遍的）

古典？（廃れてい
るor代替された）

今後取
り入れ
たい

目的： あるべき理想のシラバスの構成要素

C)近年の綱領やガイドラインの
新規の項目（第二次WG ）

近年の
事故・事
例・社会
的要請

A

B)既存の技術者倫理の教科書の事
例や手法（第二次WG）

B

C
取り入
れたい

広く普及
（普遍的・今後
も続けたい）

A)既存のシラバスの事例や手法（第一次・二次WG調査）
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２．依り所としての倫理綱領
技術士倫理綱領

IEA倫理規定

(*1)
電気学会倫理綱領(*2)

(管理番号：IPEJ 02-1-2011) 令和3年7月14日改正

１．公衆優先原

則
1．技術士は、公衆の安全、健康及び福利を最優先に考慮する。 ８．公益 １．人類と社会の安全，健康，福祉をすべてに優先するとともに，持続可能な社会の構築に貢献する。

２．持続性原則
２．１　持続可

能な社会
2．技術士は、地球環境の保全等、将来世代にわたる社会の持続可能性の確保に努める。 ９．環境影響

１．人類と社会の安全，健康，福祉をすべてに優先するとともに，持続可能な社会の構築に貢献する。

２．自然環境，他者および他世代との調和を図る。

２．２　社会へ

の説明・貢献・

啓蒙・対話・助

言

倫理綱領に直接の該当なし

（松原注：　技術士の直接的な「説明責任」は雇用者または依頼者となります。）

３．学術の発展と文化の向上に寄与する。

８．技術的判断に際し，公衆や環境に害を及ぼす恐れのある要因については，その情報の時機を逸することなく，適切

に公開する。

２．３　技術の

持つ負の影響、

リスク回避、

デュアルユース

倫理綱領に直接の該当なし

（松原注：　「総合技術監理部門の技術体系」に技術の持つ負の影響、リスク低減回避などに相当するキーワードの記

述があります）

４．他者の生命，財産，名誉，プライバシーを尊重する。

７．プロフェッショナル意識の高揚につとめ，業務に誇りと責任を持って最善を尽くす。(行動規範 7-3　社会への影響

を見据えた研究開発の推進 会員は，研究開発とその成果の利用にあたっては，電気技術がもたらす社会への影響，リス

クについて十分に配慮する｡)

３．有能性原則 3．技術士は、自分の力量が及ぶ範囲の業務を行い、確信のない業務には携わらない。
１．資格詐称

３．力量の範囲
７．プロフェッショナル意識の高揚につとめ，業務に誇りと責任を持って最善を尽くす。

４．真実性原則 4．技術士は、報告、説明又は発表を、客観的でかつ事実に基づいた情報を用いて行う。 ５．専門家意見 ９．技術上の主張や判断に際しては，自己および組織の利益を優先することなく，学術的な誠実さと公正さを期する。

５．誠実性原則

(公正かつ誠実な

履行)

5．技術士は、公正な分析と判断に基づき、託された業務を誠実に履行する。

２．応分の責任

５．利益相反

７．公正分析

８．技術的判断に際し，公衆や環境に害を及ぼす恐れのある要因については，その情報の時機を逸することなく，適切

に公開する。

９．技術上の主張や判断に際しては，自己および組織の利益を優先することなく，学術的な誠実さと公正さを期する。

５．誠実性原則

(秘密保持)
6．技術士は、業務上知り得た秘密を、正当な理由がなく他に漏らしたり、転用したりしない。 ５．守秘義務

４．他者の生命，財産，名誉，プライバシーを尊重する。

５．他者の知的財産権と知的成果を尊重する。

６．正直性原則

(信用の保持)
7．技術士は、品位を保持し、欺瞞的な行為、不当な報酬の授受等、信用を失うような行為をしない。

１．資格詐称

５．正当な報酬
７．プロフェッショナル意識の高揚につとめ，業務に誇りと責任を持って最善を尽くす。

７．専門職原則

(相互の協力)
8．技術士は、相互に信頼し、相手の立場を尊重して協力するように努める。

４．共に働く者の

権利
６．すべての人々を思想，宗教，人種，国籍，性，年齢，障がい等に囚われることなく公平に扱う。

７．専門職原則

(法規の尊守)
9．技術士は、業務の対象となる地域の法規を遵守し、文化的価値を尊重する。 ４．人権法規尊重

４．他者の生命，財産，名誉，プライバシーを尊重する。

５．他者の知的財産権と知的成果を尊重する。

７．専門職原則

(継続研鑽)
10．技術士は、常に専門技術の力量並びに技術と社会が接する領域の知識を高めるとともに、人材育成に努める。 ６．力量維持 １０．技術的討論の場においては，率直に他者の意見や批判を求め，それに対して誠実に対応する。

対人関係
価値基準(７

基準)(*1)
仮分類(*3)

技術者対公衆

技術者対業務の

相手方

技術者対技術者

２．２　社会へ

の説明・貢献・

啓蒙・対話・助

言

３．学術の発展と文化の向上に寄与する。

８．技術的判断に際し，公衆や環境に害を及ぼす恐れのある要因については，その情報の時機を逸することなく，適切

に公開する。

２．３　技術の

持つ負の影響、

リスク回避、

デュアルユース

４．他者の生命，財産，名誉，プライバシーを尊重する。

７．プロフェッショナル意識の高揚につとめ，業務に誇りと責任を持って最善を尽くす。(行動規範 7-3　社会への影響

を見据えた研究開発の推進 会員は，研究開発とその成果の利用にあたっては，電気技術がもたらす社会への影響，リス

クについて十分に配慮する｡)

• 技術士倫理綱領と電気
学会倫理綱領の差分は
「社会への説明」と「技術
の持つ負の影響、リス
ク」の２点である。

■調査分析
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■技術士倫理綱領・電気学会倫理綱領・科学者の行動規範の
３つの違いは？ • 技術士倫理綱領(実務家)

• IEA倫理規定に準拠
• 依頼者への守秘義務があり、依頼者を経由した説明
責任に限定される立場

• 科学者の行動規範(科学者)

• 公正研究(FFP)、科研費申請等のコンプライアンス
教育の教材(行動規範)

• 「１．公衆優先原則」、「３．有能性原則」の考え方が相
対的に乏しい

• ↑を推測： 説明責任さえ果たせば「科学者は、学問
の自由の下に、特定の権威や組織の利害から独立し
て自らの専門的な判断により真理を探究するとい
う権利を享受する」立場

• 電気学会倫理綱領（実務家と科学者）

• 技術士倫理綱領(実務家)を概ね包含している
• 科学者の行動規範(科学者)の考えも多く取り込ん
でいる

• 結論： 電気学会倫理綱領(電気学会行動規範)の重要な
キーワードを網羅すれば近年の新しい価値判断を含むシ
ラバスの構成要素が抽出可

科学者の
行動規範

技術士
倫理綱領

電気学会
倫理綱領 11/13



■技術者倫理教育のシラバスの構成要素

• 電気学会倫理綱領（行動規範）を技術者倫理教育シラバスの構成要素のベースに
• 電気学会の会員が「倫理的なジレンマに陥らない」、「陥った時にその問題の解決の
手助け」の考えを反映したシラバスの構成要素を提案

• 技術者対公衆「２．持続性原則」に対して、社会への説明・貢献・啓発・対話・助言、技
術の持つ負の影響、デュアルユース、公正研究(FFP)のキーワードを含める

• 技術士会の７基準のうち、「１．公衆優先原則」、「３．有能性原則」の考え方、について、
それぞれ重要な概念なので、取りこぼさない

• 技術士倫理綱領で重視されている守秘義務、依頼者や雇用者（や組織）の制約があ
る中で、公益の確保や公衆優先に関するキーワードを含める

• 科学者の行動規範の考え方、説明責任さえ果たせば「科学者は、学問の自由の下に、
特定の権威や組織の利害から独立して自らの専門的な判断により真理を探究すると
いう権利を享受する」立場は尊重

• 主要な電気学会会員の立場に沿った公益の確保や公衆優先に関するキーワードを
含める
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■まとめ

◆ 実態調査のアプローチ方法

◆ 各学会団体の倫理綱領との比較

◆ シラバスの構成要素

◆ 研究公正

◆ 教員の個性に合わせたシラバス

◆ 技術者倫理の成績評価の事例紹介

◆ 教科書や参考書の評価について

◆ 技術者倫理の授業事例の紹介

◆ 最終報告書：本編(３４P）、付録（８０P）

本報告(書)では、技術者倫理教育の実態調査（第二次）WGの成果を取りまとめた。
新たに技術者倫理、工学倫理を担当する教員、企業の研修担当者、教育担当者が教育内
容（シラバスなど）を決定する際の情報提供を目的として、以下の項目について記載した。

最終報告書（無料）をご希望なさるかたは、下記の連絡先までご連絡ください。
連絡先： 電気学会倫理委員会（技術者教育担当） e-mail：tech@iee.or.jp
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